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はじめに

我が国の国土面積の２割、森林面積の３割に当たる国有林野の管理経営は、森林経営の用に

供するものとされた国有財産として、①国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持

増進を図るとともに、あわせて、②林産物を持続的かつ計画的に供給し、③国有林野の活用に

よりその所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することを目標として行う

ものとされている。

また、国有林野の管理経営を行う国有林野事業については、平成 25 年度から、それまでの

特別会計により企業的に運営する事業から一般会計において実施する事業に移行し、民有林に

係る施策との一体的な推進を図りつつ、公益的機能の発揮に向けた適切な施業や木材の持続的

かつ計画的な供給等を推進してきたところである。

国有林野に対する国民の期待は、国土の保全や地球温暖化の防止、水源の涵
かん

養等の面が大き

く、今後とも、公益的機能の維持増進を図っていく必要がある。また、民有林において森林経

営管理制度等による森林の経営管理の集積・集約化や森林環境譲与税を活用した森林整備等の

取組が進められている中で、林業経営体の育成や市町村を始めとする民有林行政に対する技術

支援などが求められている。

これらを踏まえ、国有林野事業は、冒頭の目標の下、森林・林業や国有林野事業に対する国

民の多様な要請と期待を踏まえつつ、「国民の森林
も り

」として、公益重視の管理経営を一層推進

するとともに、その組織・技術力・資源を活用して民有林に係る施策を支え、森林・林業施策

全体の推進に貢献するための取組を進める。

本計画は、このような国有林野全体を取り巻く状況を踏まえ、公益的機能の維持増進を旨と

する管理経営を推進するとともに、各々の課題に国有林として率先して取り組むため、今後５

年間の多摩森林計画区における国有林野の管理経営に関する基本的な事項について定めるも

のである。

具体的な取組の実施に当たっては、あらかじめ国民の意見を聴いた上で、国有林野の管理経

営に関する基本的な事項を本計画で明らかにするとともに、地域住民の理解と協力を得なが

ら、関係する国の地方部局、地方公共団体等の行政機関とも一層の連携を図りつつ、本計画に

基づいて適切な管理経営を行う。
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１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（１）国有林野の管理経営の基本方針

① 森林計画区の概況

本計画の対象は、東京都の島嶼を除く全域であり、利根川広域流域に含まれる多摩

森林計画区内の南西部に位置する国有林野約１千 ha であり、当計画区の森林面積の２

％を占めている。

林況は、当地域では古くから林業生産活動が行われてきたことから人工林割合が非

常に高く、スギやヒノキを主とする人工林が林地面積の 81％を占めているほか、19％

がブナやナラ類を主とする天然林となっており、カシ類等の常緑広葉樹、イヌブナ、

コナラ等の落葉広葉樹や、モミ、ツガ等の針葉樹が混じり合い、四季折々の変化に富

んだ景観を見せている。

また、高尾山とその周辺の国有林野は、ほぼ全域が明治の森高尾国定公園、高尾陣

馬都立自然公園に指定されており、多種多様な植物や昆虫等が多く見られるなど、野

生生物の重要な生育・生息の場となっている。

さらに、当計画区の国有林野面積の 42％が水源かん養保安林に指定され、八王子市

をはじめとする下流域の生活用水や工業用水などの水源地として重要な役割を果たし

ているほか、国有林野面積の 62％が保健保安林に指定されており、登山や自然散策及

び保健休養の場として四季を通じて多くの人々に利用されている。

林産業についてみると、当計画区は流通網が整備され、江東区の新木場地区を中心

に木材加工業が発達しているほか、多摩地域では原木流通の拠点として多摩木材セン

ターが稼働している。また、木質バイオマスエネルギーの利用拡大のため、多摩地域

では木質ペレット製造施設の原料や下水汚泥焼却時の補助燃料として未利用材等が活

用されており、その安定供給が求められている。
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② 国有林野の管理経営の現状及び評価

ア 計画区内の国有林野の現況

当計画区の森林の現況（令和２年 3 月 31 日時点）は、スギ、ヒノキを主体とする

人工林が 81%（約 0.9 千 ha）、コナラ、ミズナラを主とする天然林が 19%（約 0.2 千

ha）となっている。（図－１、図－２参照）

図－１ 人工林、天然林の面積割合

（※）本図は国土地理院タイルを加工して作成（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）

図－２ 人工林、天然林の分布状況
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主な樹種別の材積を見ると、針葉樹ではスギ 203 千㎥、ヒノキ 150 千㎥、モミ類 23

千㎥となっている。（図－３参照）

図－３ 主な樹種構成（材積割合）

人工林の齢級構成について見ると、１～４齢級の若齢林分が１％、間伐適期である

５～８齢級が 12％、利用期を迎えた９齢級以上が 87％となっている。（図－４参照）

図－４ 人工林の齢級構成
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イ 主要施策に関する評価

第６次地域管理経営計画（令和３年度～令和７年度）における当計画区での主な計画

と実施結果は次のとおりとなっている（令和７年度は、実行予定を計上した）。

（ア）伐採量

主伐は、分収林を中心に計画したところであるが、分収造林契約の契約期間の延長

（伐採の延期）等により計画量に対して 0％の実行であった。

間伐は、計画した林分の生育状況等を考慮し、一部の実行を見合わせたことから、

計画量に対して 11％（材積）の実行であった。

（単位：ｍ３）

区 分
前 計 画 実 績

主 伐 間 伐 主 伐 間 伐

伐採量
4,431 32,765

（296）

0 3,538

(41)

（注）１ 間伐欄の（ ）は、間伐面積（ha）。

２ 前計画の臨時伐採量（2,000 ㎥）は、主伐・間伐の伐採計画量に応じて割り

振った。

（イ）更新量

人工造林については、主伐実行状況を反映して今期計画期間（令和８年度～令和 12

年度）以降で行うこととしたため、計画量に対して 4％の実行であった。

（単位：ha）

区 分
前 計 画 実 績

人工造林 天然更新 人工造林 天然更新

更 新 5 - 0 -
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③ 持続可能な森林経営の実施方向

国有林野の管理経営に当たっては、「国民の森林
も り

」として、公益重視の管理経営を一

層推進し、現世代や将来世代へ森林からの恩恵を伝えるため、地域住民の意見を聴き、

機能類型区分に応じた森林の適切な整備・保全等による持続可能な森林経営に取り組む

とともに、国有林野事業の組織・技術力・資源を活用して民有林に係る施策を支え、森

林・林業施策全体の推進に貢献するための取組を進める。

また、持続可能な森林経営については、我が国はモントリオール・プロセスに参加し

ており、この中で国全体として客観的に評価するため７基準（54 指標）が示されてい

る。当計画区内の国有林野について、この基準を参考に取り組んでいる対策及び森林の

取扱い方針は次のとおりである。

ア 生物多様性の保全

地域の特性に応じた多様な森林づくりの推進、森林の適切な保全・管理、主伐や再

造林等の施業現場における生物多様性への配慮等に取り組む。また、希少な野生生物

が生育・生息する森林を適切に保護するほか、森林施業等を行う場合には、森林生態

系に対し急激な変化を与えないよう十分配慮する。

特に、適切な間伐実施、針広混交林化、複層林化、長伐期化、様々な生育段階等か

らなる森林のモザイク的配置、里山等の整備、野生生物の生育・生息地や渓畔周辺の

保全・復元など生物多様性の維持・向上に取り組む。

関連する主な対策は次のとおり。

・ 人工林の群状・帯状択伐による針広混交林化

・ 皆伐箇所の分散と伐期の長期化の組合せによる森林のモザイク的配置

・ 保護林の適切な維持・管理、モニタリング調査の実施

・ 希少猛禽類生息地における森林施業の配慮、モニタリング調査の実施

・ 渓畔林の保全・育成

イ 森林生態系の生産力の維持

森林としての成長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等による適切な

森林整備と主伐後の適確な更新を行うことにより、公益的機能の発揮と両立した木材

の供給を行う。

関連する主な対策は次のとおり。

・ 造林、間伐等の計画的な森林整備の推進

・ 主伐後の確実な再造林又は天然力を活用した更新

・ 森林の管理、効率的な森林整備を可能とする路網の整備

ウ 森林生態系の健全性と活力の維持

外的要因による森林の劣化を防ぐため、野生鳥獣や森林病害虫による被害の防止、

林野火災等から森林を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行う。

関連する主な対策は次のとおり。

・ 森林病害虫による森林被害の早期発見のための巡視
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・ 松くい虫及びカシノナガキクイムシ等による松枯れやナラ枯れ被害対策

・ 野生鳥獣等による森林被害の早期発見のための巡視

・ ニホンジカ、ツキノワグマによる剥皮被害や食害に対する被害対策

・ 林野火災を防止するための巡視

エ 土壌及び水資源の保全と維持等

土壌の侵食防止、森林が育む水源の涵養のための森林整備、台風等により被害を受

けた森林の復旧や公益的機能の維持のために必要な森林の保全・整備を行う。

また、伐採に当たっては伐採跡地が連続することがないよう留意し、一箇所当たり

の伐採面積の縮小及びモザイク的配置に配慮するとともに、裸地状態となる期間の短

縮や、尾根筋・沢沿い等に保護樹帯の設定を推進する。

関連する主な対策は次のとおり。

・ 伐採跡地の適確な更新による裸地状態の減少

・ 渓畔周辺、急斜地等における皆伐の回避及び効果的な保護樹帯の設定

・ 下層植生の発達を促すための間伐等の実施

・ 治山事業の計画的な実施及び災害時における迅速な復旧対策の実施

オ 地球的炭素循環への森林の寄与の維持

中長期的な森林吸収量の確保・強化に向けて、適切な間伐や木材利用の推進を図る

とともに、森林資源の循環利用を推進する観点から齢級構成の平準化を図る。

関連する主な対策は次のとおり。

・ 主伐と再造林による森林資源の若返りを推進

・ 計画的に造林、間伐等の森林整備を推進

・ 特定母樹等から育成された優良種苗の導入

・ 安定供給システム販売等による計画的な木材の供給

カ 社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進

国民の森林に対する期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的な発揮と

ともに、森林浴や森林ボランティア活動、環境教育等、森林と人とのふれあいの場の

提供や森林施業に関する技術開発等に取り組む。

関連する主な対策は次のとおり。

・ 機能類型区分に応じた適切な森林の管理経営の実施

・ 「レクリエーションの森」の提供と利用促進

・ 国民参加の森林
も り

づくりの推進

・ 花粉発生源対策に資する苗木への切り替え、スギ・ヒノキ以外の樹種への転換な

ど、花粉の少ない森林づくりの推進

・ 森林環境教育の推進

・ 新たに開発された森林管理技術等を普及するための現地検討会等の開催
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キ 森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組

上記ア～カに記述した内容を着実に実行し、「国民の森林
も り

」として、公益重視

の管理経営を一層推進するため、国有林野に関連する法制度に基づく各計画の適

切な運用はもとより、管理経営の実施に当たっては国民の意見を聴きながら進め

るとともに、モニタリング調査等を通じて森林資源の状況を把握する。

関連する主な対策は次のとおり。

・ 地域管理経営計画等の策定

・ 計画策定に当たって地域住民等から意見を聴取

・ 関東森林管理局のホームページ等を活用した情報発信の充実
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④ 政策課題への対応

災害からの流域保全、地球温暖化防止、貴重な森林の保全、木材の計画的・安定的な

供給、民有林との連携強化等、地域から求められる国有林野への期待に応えていくため、

次のとおり当計画区内での主な個別政策課題へ対応していくことを目標とする。

視 点 主 な 取 組 目 標

公益重視の管

理経営の一層

の推進

【森林吸収源対策の推進】

・二酸化炭素の吸収量を確保するため、間伐等による適切な森林整備や木材

利用等を推進する。

特に、人工林の高齢級化に伴う二酸化炭素の吸収量の低下や資源の熟成に

伴う主伐面積の増加が見込まれる中、効率的かつ効果的な再造林手法の導

入、普及等に取り組む。

【花粉発生源対策】

・花粉の少ない森林づくりを加速化し、スギ・ヒノキの苗木を植栽する際は、

可能な限り特定苗木やその他の花粉の少ない苗木（無花粉苗木、少花粉苗木

及び低花粉苗木等）とする。また、スギ・ヒノキ以外の樹種へ転換すること

が可能な場合には、樹種転換を積極的に進める。

【生物多様性の保全】

・天然力を活用し針広混交林に誘導することが可能な人工林は、育成複層林

施業を推進する。

・渓畔周辺の人工林の間伐等に当たっては、渓畔周辺に本来あるべき樹種が

健全に生育するよう配慮する。

・「高尾山モミ希少個体群保護林」については、適切な保護を図るとともに、

モニタリングを実施する。

【森林病虫害対策及び鳥獣被害防止対策】

・松くい虫やカシノナガキクイムシ等による松枯れやナラ枯れ被害対策と

まん延防止対策を実施する。

・森林の巡視を強化し、野生鳥獣の生息状況や被害箇所の早期発見に努め、

初期段階で適切な対策を講ずる。

特に、ニホンジカについては、センサーカメラの設置等により、生息状況

の早期把握と情報収集に努める。また、各地域の鳥獣被害対策関係協議会を

活用し、地方公共団体など関係機関との情報交換を行い、ニホンジカに関す

る情報収集や共有にも努める。

【地域の安全・安心を確保する治山対策の展開】

・人家や公共施設等の保全対象に近接し、山地災害の危険が高い箇所及び台
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風等により被害を受けた森林等について、渓間工、山腹工及び保安林整備を

計画し、着実に実施する。

森林・林業施

策全体の推進

への貢献

【木材の安定供給】

・スギやヒノキを始めとした木材資源を計画的かつ安定的に供給するため、

林道・林業専用道を計画的に開設・改良するとともに、丈夫で壊れにくい森

林作業道の作設及び高性能林業機械の活用等による低コストで高効率な木

材生産を推進する。

また、急傾斜地等で路網整備が困難な地区において森林施業を実施すると

きは、林地保全を優先し架線集材も活用した施業を行う。

・「安定供給システム販売」を活用し、川下の製材工場等のニーズに応じて

国有林材を計画的かつ安定的に供給する体制を整備する。あわせて再生可能

エネルギーとしての木質バイオマスの利活用等、地域から要請される木材需

要に貢献する。

【低コスト施業の推進】

・間伐は、原則として列状間伐とする。

・造林、保育の低コスト化や生産性向上の推進や、林業労働力不足へ対応す

る観点から、低密度植栽、雑草木の繁茂状況に応じた下刈回数の低減、コン

テナ苗及び特定母樹等から育成された優良種苗の導入を推進する。

・再造林に当たっては、伐採、地ごしらえ、造林等の作業を一連の工程で行

う「一貫作業システム」を推進する。

・低コスト・省力化施業実施後の検証を行うとともに、得られた知見及び手

法について民有林関係者等への普及を図るため現地検討会等を開催する。

【社会経済情勢を踏まえた森林施業等の取組】

・森林経営管理制度の定着に向け、伐採等を林業経営体に発注する場合、意

欲と能力のある林業経営体に受注機会の拡大を図るとともに、技術力の向上

等のための各種現地検討会等を通じて、その育成に努める。

・レーザ計測機器やドローン等を活用したＩＣＴ（情報通信技術）を、林況

把握等の森林調査や災害発生時の迅速な状況把握などに積極的に利用し、各

種業務の省力化に取り組む。

【民国連携による効率的な森林整備等の推進】

・森林共同施業団地の設定や公益的機能維持増進協定の締結により、民有林

と国有林が連携した効率的な路網整備や間伐等の森林整備を推進する。

・民有林と国有林が連携した木材の安定供給システム販売を推進する。

・東京都の森林総合監理士（フォレスター）等と連携し、市町村森林整備計

画の作成や実行監理を支援するなど、民有林行政を積極的に支援する。
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国民の森林
も り

と

しての管理経

営

【森林とのふれあい】

・森林スポーツ林等の「レクリエーションの森」については、広報活動等を

通じて周知するなど、森林レクリエーションの場として利用を促進する。

・レクリエーションの森内の歩道や施設周辺において、枯れ木や枯れ枝の除

去に努める。

・特に林野庁により「日本美しの森 お薦め国有林」に選定されている「高

尾山自然休養林」については、観光資源としての活用に積極的に取り組む。
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（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項

① 機能類型毎の管理経営の方向

当森林計画区の国有林野は、下流域の水源地帯に広く所在しており、かつ、地域特有

の景観や豊かな生態系を有する森林も多く、その適切な管理経営を通じて、国土の保全

その他の公益的機能の高度発揮に重要な役割を果たしている。

国有林野の管理経営に当たっては、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方針

の下で、国民の多様な要請や国際的な動向に適切に対応するため、個々の国有林野を重

視すべき機能に応じ、「山地災害防止タイプ」、「自然維持タイプ」、「森林空間利用

タイプ」、「快適環境形成タイプ」、「水源涵養タイプ」に区分し、これらの機能類型

区分ごとの管理経営の考え方に即して、当森林計画区の自然的特性等を勘案しつつ、森

林の自然条件や社会的条件を踏まえて、いわゆる公益林として適切な施業を推進する。

あわせて、木材等生産機能については、区分に応じた適切な施業の結果得られる木材

を安定供給体制の整備等の施策の推進に寄与するよう計画的に供給することにより発

揮する。

これらを通じて、国有林野における多面的機能の持続的発揮を確保していく。

森林の取扱いについては、人工林の半数以上が 50 年生を超えて本格的な利用期を迎

えているという状況を的確に踏まえるとともに、林木だけでなく下層植生や動物相、表

土の保全等森林生態系全般に着目して公益的機能の向上に配慮する。

具体的には、天然更新等の森林施業技術を活用しつつ、伐採年齢の長期化（長伐期化）、

林齢や樹種の違う高さの異なる複層状態の森林の整備（複層林化）、一定の広がりにお

いて様々な育成段階や樹種から構成される森林のモザイク的配置への誘導、針葉樹と広

葉樹の混交を促進する施業（針広混交林化）を行うなど、災害に強い国土基盤の形成や

良質な水の安定供給の確保、地球温暖化防止、生物多様性の保全、自然再生、国民と森

林のふれあいの場の提供、森林景観保全、花粉発生源対策の加速化、鳥獣被害対策等の

観点を重視した管理経営を計画的かつ効率的に推進する。

森林資源の成熟に伴い主伐が増加していく中で、その実施に際しては、自然条件や社

会的条件を考慮して実施箇所を選定するとともに、造林コストの低減や花粉の少ない森

林への転換、鳥獣被害等に配慮しつつ、公益的機能の持続的な発揮と森林資源の循環利

用の観点から確実な更新を図る。

これらの取組を通じて、森林・林業基本計画で定められた望ましい森林の姿への誘導

を先導的に推進する。

また、森林性猛禽類の生息には、餌動物の生息環境を含め、採餌・営巣環境が大きく

影響することから、全ての機能類型において、関係者の協力を得るなどにより、クマタ

カ等希少猛禽類の生息地等の具体的な情報を収集するとともに、専門家等との情報交換

等を緊密に行い、森林性猛禽類の生息環境の保全に取り組む。

特に、希少野生生物の生育・生息が確認されている地域で森林施業等を予定する場合

は、関東森林管理局に設置している「希少野生生物の保護と森林施業等との調整に関す

る検討委員会」に諮るなど、森林施業等を行う場合の留意点等について専門家から意見

を聴取し、その意見を踏まえて適切に対応する。
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なお、国有林の地域別の森林計画における機能類型区分と公益的機能別施業森林との

関係については、表－１のとおりである。

表－１ 機能類型区分と公益的機能別施業森林の関係について

地域管理経営計画に
おける機能類型区分

国有林の地域別の森林計画に
おける公益的機能別施業森林

山地災害防止タイプ

土砂流出・
崩 壊 防 備
エ リ ア

・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
・ 水源涵養機能維持増進森林

気象害防備
エ リ ア

・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林

・ 快適環境形成機能維持増進森林
・ 水源涵養機能維持増進森林

（立地条件により除外する場合もある）

自 然 維 持 タ イ プ

・ 保健文化機能維持増進森林
・ 水源涵養機能維持増進森林

・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
（立地条件により区分する場合もある）

森 林 空 間 利 用 タ イ プ

・ 保健文化機能維持増進森林

・ 水源涵養機能維持増進森林
・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林

（立地条件により区分する場合もある）

快 適 環 境 形 成 タ イ プ

・ 快適環境形成機能維持増進森林
・ 水源涵養機能維持増進森林

（立地条件により除外する場合もある）

水 源 涵 養 タ イ プ
・ 水源涵養機能維持増進森林

（分収林については、契約に基づく取扱いを行う）

表－１に用いた略称 正 式 名 称

水源涵養機能維持増進森林
水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業
を推進すべき森林

山地災害防止機能／土壌保全機
能維持増進森林

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維
持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

保健文化機能維持増進森林
保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推
進すべき森林

快適環境形成機能維持増進森林
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森
林施業を推進すべき森林
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ア 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項

「山地災害防止タイプ」については、山地災害による人命、施設等への被害や気象害

による環境の悪化に対する防備機能の維持増進を図るため、適切な間伐の実施や長伐期

施業、育成複層林へ導くための施業等の推進に努め、必要に応じて施設の整備を図り、

次のとおり、土砂流出・崩壊防備エリア又は気象害防備エリアに区分して取り扱う。

（ア）土砂流出・崩壊防備エリア

土砂流出・崩壊防備エリアについては、保全対象や当該区域の森林の現況等を踏ま

え、根系や下層植生の発達を促進するために適度な陽光が林内に入るよう密度管理を

行うとともに、必要に応じて土砂の流出・崩壊を防止する治山施設等が整備されてい

る森林等に誘導し、その機能を維持するために必要な管理経営を行う。

（イ）気象害防備エリア

気象害防備エリアについては、風害、飛砂、潮害等の気象害を防備するため、樹高

が高く下枝が密に着生しているなど遮
しや

蔽
へい

能力が高く、諸害に対する抵抗力の高い森林

等に誘導し、その機能を維持するために必要な管理経営を行うものであるが、当計画

区に該当する国有林野はない。

イ 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項

「自然維持タイプ」については、自然の推移に委ねることを原則として、保護を図る

べき森林生態系を構成する野生生物の生育・生息環境の向上に資するために必要な管理

経営を行い、特に、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を主体とした

森林生態系としてのまとまりを持つ区域や、地域固有の生物群集を有する森林、希少な

野生生物の生育・生息に必要な森林については、保護林に設定して保護・管理を行う。

ウ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

「森林空間利用タイプ」については、保健、文化、教育等様々な利用の形態に応じた

管理経営を行う。具体的には、景観の向上や森林レクリエーションとしての利用を考慮

した森林の整備を行い、必要に応じて遊歩道等の施設の整備を進める。特に、国民の保

健・文化的利用に供するための施設又は森林の整備を積極的に行うことが適当と認めら

れる国有林野については、「レクリエーションの森」として選定し、その利用を推進す

る。

エ 快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項

「快適環境形成タイプ」については、騒音の低減や大気の浄化、木陰の提供等による

気象緩和等、人間の住居環境を良好な状態に保全する機能の維持増進を図るため、防音

や大気浄化に有効な森林の幅を維持する育成複層林施業や大気汚染に対する抵抗性が

高い樹種による更新を推進すること等に努める。
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オ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項

「水源涵養タイプ」については、流域の特性や当該区域の森林の現況等を踏まえ、根系

や下層植生の発達が良好な森林、多様な樹冠層で構成される森林等に誘導し、その機能を

維持・増進するために必要な管理経営を行うとともに、機能発揮に支障を及ぼさない範

囲で森林資源の有効利用に配慮する。

ア～オの機能類型に応じた管理経営の詳細は、別冊「森林の管理経営の指針」に示すとお

りである。
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② 地域ごとの機能類型の方向

当計画区は、中央自動車道を挟んで北に高尾陣馬地域、南に高尾山地域の２地域に

大別される。（図－５参照）

（図－５参照）

それぞれ重点的に行うべき管理経営は次のとおりである。

（※）本図は国土地理院タイルを加工して作成（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）

図－５ 多摩森林計画区の地域別図

ア 高尾陣馬地域（201～221 林班）

当地域は、中央自動車道の北側に位置し、南西側が神奈川県境となっており、高

尾山から影信山を通り陣馬山へ縦走する県境沿いの稜線部は登山愛好者の中でも人

気がある。また、国有林野を源とする大小河川は北浅川、南浅川にそれぞれ流入し、

多摩川に合流して東京湾へ注いでいる。国有林はスギ、ヒノキを主とする人工林が

大半を占めており、ほぼ全域が水源かん養保安林に指定されている。

八王子城跡周辺や小下沢周辺は保健保安林に指定されているほか、豊かな自然環

境を背景に全域が高尾陣場都立自然公園に指定されており、また、神奈川県境の影

信山からの眺望は、東に東京都心の街並み、西に丹沢の山々及び富士山を望見でき、

都心から日帰り登山のできる山として市民に親しまれていることから、これらの区
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域を森林空間利用タイプに区分し、森林の保健・レクリエーション・文化機能を重

視した管理経営を行う。

また、北浅川、北浅川支流の滝沢川及び小下沢流域の区域は、下流地域の重要な

水源となっていることから、水源涵養タイプに区分し、水源涵養機能の発揮を重視

した管理経営を行う。

イ 高尾山地域（224～254 林班）

当地域は、中央自動車道の南側に位置し、国有林野を源とする大小河川は南浅川

に流入し、多摩川に合流して東京湾へ注いでいる。

高尾山は、その昔、修験道の霊場であったため、古くから保護政策が行われ、高

尾山から北東側の国有林野は高齢の天然林が多く残っている。また、北斜面にはブ

ナなどの落葉広葉樹が、南斜面にはカシ類などの常緑広葉樹が多く生育しており、

全体としてモミ等の針葉樹と広葉樹が混交した植生となっており、変化に富んだ森

林となっている。

また、当地域の国有林の南側の一部を除き全域が保健保安林に指定されているほ

か、明治の森高尾国定公園、高尾陣場都立自然公園に指定されていることから、こ

れらの区域を森林空間利用タイプに区分し、森林の保健・レクリエーション・文化

機能を重視した管理経営を行う。

また、案内川、案内川支流の入沢川流域の区域は、スギ・ヒノキを主体とした人

工林が多く、下流地域の重要な水源となっていることから、水源涵養タイプに区分

し、水源涵養機能の発揮を重視した管理経営を行う。



- 17 -

（３）森林・林業施策全体への貢献に必要な事項

国有林野の管理経営に当たっては、東京都や市町村を始めとする幅広い民有林関係者等

と密接な連携を図りながら、森林の有する多面的機能の発揮を基本としつつ、その組織・

技術力・資源を活用して民有林に係る施策を支え、森林・林業施策全体の推進に貢献する。

このため、森林・林業基本計画に掲げる「新しい林業」の実現、担い手となる林業経営

体の育成、国産材の安定供給体制の構築等に向け、特に次に掲げる取組を推進する。

また、これらの取組に当たっては、機能類型区分の管理経営の考え方を踏まえ、水源涵

養タイプに区分された人工林のうち自然条件や社会的条件から持続的な林業生産活動に

適したものを特に効率的な施業を推進する森林として設定し、民有林関係者に分かりやす

い形で効果的に進める。

① 「新しい林業」の実現に向けた効率的な施業の推進と民有林関係者への普及

伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」の実現に向

けて、民有林への普及を念頭に置き、林業の省力化や低コスト化等に資する技術開発・実

証を推進するとともに、事業での実用化を図り効率的な施業を推進する。

特に、造林の省力化や低コスト化に向けて特定苗木等の新たな手法の事業での活用を進

めるとともに、レーザ計測機器やドローン等を活用した効率的な森林管理・木材生産手法

の実証等に積極的に取り組む。

また、こうした成果については、現地検討会やホームページでの結果の公表等を通じて、

民有林関係者等への普及・定着に取り組む。

加えて、事業発注を通じた施策の推進や全国における多数の事業実績の統一的な分析等

が可能な国有林野事業の特性を活かし、工程管理の方法や改善等生産性向上に効果的な手

法の普及・定着を図る取組を推進する。

② 林業事業体・林業経営体の育成

林業従事者の確保等に資する観点から、事業発注者という国有林野事業の特性を活か

し、年間の発注見通しや市町村単位での将来事業量の公表を行いつつ、安定的な事業発注

に努めるとともに、若者雇用、安全対策、技術力向上の取組等を評価・加点する総合評価

落札方式や事業成績評定制度の活用、複数年契約によるまとまった面積の間伐等事業の実

施、労働安全対策に配慮した事業実行の指導などにより、林業事業体の育成に取り組む。

また、森林経営管理制度に係る林業経営体の受注機会の拡大に配慮する。さらに、分収

造林制度を活用した経営規模拡大の支援に取り組む。

③ 市町村の森林・林業行政に対する技術支援

森林経営管理制度の取組が進む中で、森林総合監理士（フォレスター）の資格を有する

職員等を活用しつつ、市町村のニーズに応じて、森林・林業技術に関する現地検討会等へ

の市町村職員等の受入れや公的管理を行う森林の取扱い手法の普及など、都と連携して市

町村の森林・林業行政等に対する技術支援に積極的に取り組む。
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④ 森林・林業技術者等の育成支援

大学や林業大学校等の研究・実習等へのフィールドの提供等を通じ、森林・林業技術者

の育成を支援するとともに、林業従事者の育成に向けた取組に努める。
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（４）主要事業の実施に関する事項

今期計画期間における伐採、更新、保育及び林道等の開設・改良に関する計画量は次の

とおりである。

事業の実施に当たっては、林業経営体等に発注することとしており、計画的な事業の実

施等により林業事業体等の育成・強化に資するよう努める。

また、効率的な事業実施や労働災害の防止に努めるとともに、国土保全、自然環境の保

全等に十分配慮する。

① 伐採総量

（単位：㎥）

区 分 主 伐 間 伐 臨時伐採量 計

計 1,297 29,814

（309）

1,500 32,611

（注） 間伐欄の（ ）は、間伐面積（ha）。

② 更新総量

（単位：ha）

区 分 人工造林 天然更新 計

計 2 0 2

（注） 四捨五入の関係で計は一致しない場合がある。

③ 保育総量

（単位：ha）

区 分 下 刈 つ る 切 除 伐

計 4 0 0

④ 林道等の開設及び改良の総量

区 分
開 設 改 良

路線数 延長量（ｍ） 路線数 延長量（ｍ）

林 道 0 0 11 510

うち林業専用道 0 0 0 0

（５）その他必要な事項

特になし。
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２ 国有林野の維持及び保存に関する事項

（１）巡視に関する事項

① 林野火災防止等の森林保全管理

当計画区は、冬季から春季にかけて林内が乾燥し、新緑の時季は山菜採りやハイカー

等の入山者が多くなることから、林野火災発生の危険が増大する。

このため、林野火災注意報・警報の発令状況に留意しつつ、国有林野保護監視員、地

方公共団体、地元の消防団及び住民等と連携を密にして、森林の巡視を行い、事業体等

に対して注意喚起を行う等、林野火災の防止に努める。

また、国民共通の財産である豊かな自然環境を保全すべく、希少な動植物の保護等、

適切な森林の保全・管理に努める。

② 境界の保全管理

当計画区の国有林野の境界は、海岸地域、市街地及び中山間部まで位置している。

また、複雑な地形が多く、延長は長大であり、境界標識が亡失するおそれが高いこと

から、今後とも巡検等に努めるなど、境界標識の適切な保全・管理を実施する。

③ 入林マナーの普及・啓発

当計画区は優れた自然環境に恵まれており、近年の登山、トレッキングや森林との積

極的なふれあい志向を背景に、入林者は増加傾向にある。また近年、廃棄物の不法投棄

が増大しているため、これらの未然防止や早期発見が必要である。

このため、国有林野保護監視員や地方公共団体、観光協会、ボランティア団体等との

連携を強化するとともに、森林に入る場合のマナーの普及・啓発に努める。

（２）森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項

松くい虫被害については、当計画区における被害は見られないものの、一度侵入を

許すと、甚大な被害が発生するおそれがあるため、地方公共団体との連携を図り、早

期発見に努めるとともに、被害が発見された場合は、伐倒駆除等により処理し、まん

延防止に努める。

また、カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害については、民有林、国有林野ともに

被害の発生が確認されていることから、防除シートの設置や地方公共団体等とも情報共有

を行い早期発見に努めるとともに、民有林と連携した被害拡大防止対策を講ずる。

（３）特に保護を図るべき森林に関する事項

① 保護林

当計画区では希少個体群保護林を１か所（５ha）設定しており、保護林の状況を的確

に把握し、設定目的に照らして評価するため、保護林モニタリング調査を実施する。
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また、調査結果の蓄積から、個々の保護林の状況に応じたきめ細やかな保護・管理を

推進するとともに、保護林の概況等に関して国民に情報発信を行う。

なお、保護林の取扱いについては、別冊「森林の管理経営の指針」による。

② 緑の回廊

設定なし。

（４）その他必要な事項

① 野生動物等による被害に関する事項

当計画区の国有林野においては、ツキノワグマによる剥皮、ニホンジカによる食害等

の野生動物による被害については確認されていないが、奥多摩地域及び神奈川県の丹沢

地域においてはニホンジカによる森林被害が拡大している現状を踏まえ、森林被害の未

然防止、早期発見による適切な対応策を講ずる観点から、森林の巡視を強化する。

また、被害が発生した場合は、関係機関等と連携し、効果的な被害予防対策や個体数

管理に努める。

② 希少猛禽類の生息に関する事項

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年法律第 75 号）

において指定されている森林性猛禽類の生息には、餌動物の生息環境も含め、採餌・営

巣環境が大きく影響する。

このため、クマタカ等希少猛禽類の生息地等の具体的な情報については、職員による

調査、既存の調査結果の収集、専門家や地元自然保護団体等からの情報提供を受けるな

ど生息状況の把握に努める。また、専門家等との情報交換等を緊密に行い、希少猛禽類

の保護と森林施業等との両立に取り組む。

このような取組の中で、毎年度の事業計画の検討段階や事業の実施段階において、事

業（予定）箇所及びその周辺で希少猛禽類の繁殖の可能性が高いと認められる場合には、

関東森林管理局に設置している「希少野生生物の保護と森林施業等との調整に関する検

討委員会」に諮り、事業実行に当たっての留意点等について意見聴取し、適切に対応す

る。

③ 渓畔周辺の取扱いに関する事項

渓流沿いや湖沼の周囲等の渓畔周辺については、水域から陸域へ推移する移行帯に成

立する植生で構成され、源流から中・下流域を経て海岸に至るなど連続的なネットワー

クを形成していることから、流域全体の生物多様性の保全に大きく貢献している。

森林をはじめとする渓畔周辺は、水系への土砂流出の抑制、風致の維持、野生生物の

生育・生息場所や移動経路の提供、種子などの供給源等の場として、生物多様性の保全

及び公益的機能の発揮上重要な役割を担っているため、渓畔周辺に本来成立すべき植生

の復元はもとより、森林整備等の実施において渓畔周辺の保全及びその機能や役割の維
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持・増進が図られるよう努める。

また、渓畔周辺における森林施業や保全・管理の計画については、樹種構成、下層植

生の状況、水面上方の林冠のうっ閉状態、希少な野生動植物の生育・生息の状況、林地

の崩壊及び土砂の流出状況等の把握に努めるとともに、更新、保育、伐採等において、

同一小班内の取扱いと異なるものとして区分して取り扱うことが必要な場合は、保護樹

帯に区画することも検討する。

④ その他

希少種の保護や移入種の侵入防止等の取組については、地方公共団体など関係機関、

地域住民、ボランティア、ＮＰＯ等とも連携を図りながら行う。
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３ 林産物の供給に関する事項

（１）木材の安定的な取引関係の確立に関する事項

当計画区の森林資源は、利用可能なスギ、ヒノキ等の人工林の資源が充実しており、公

益重視の管理経営を推進する中で機能類型区分に応じた適切な森林施業を実施する。その

結果得られる木材は、二酸化炭素の固定や地域の木材産業の活性化に貢献するため、安定

供給に努める。

このため、当計画区では、公募により製材業者等と協定を締結して原木を供給する「安

定供給システム販売」を推進するとともに、委託販売により地域材の計画的・安定的な供

給に寄与するよう一層努める。

さらに、これまで林地残材として放置していた端材等については、木質バイオマス発電

所等の燃料として利用できることから、多段階での木材利用の推進に取り組む。

（２）その他必要な事項

国有林野事業で実施する治山・林道工事において木材の利用を積極的に推進するととも

に、地方公共団体など関係機関と木材需給についての情報交換を進め、河川・砂防事業、

その他の公共事業等、多様な分野への木材の利用促進を図る。

特に、河川工事等の公共工事に伴う小径木の需要に対しては、資源の状況を考慮しなが

ら積極的に対応する。
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４ 国有林野の活用に関する事項

（１）国有林野の活用の推進方針

当計画区は、ＪＲや私鉄、中央自動車道等の交通網の整備が進んでおり、当計画区の国

有林野は都心部や近県からのアクセスが良いことから、「高尾山自然休養林」や影信山の

ある「小下沢風景林」、八王子城跡がある「城山自然観察教育林」等、気軽に登山やトレ

ッキング、自然観察を楽しめることから、森林レクリエーションや保健休養の場として、

四季を通じて多くの人々に利用されている。

これら自然環境を活用した観光産業は、地域の産業・経済において重要な役割を果たし

ていることに加え、持続可能な観光先進国の実現に向けた取組が行われていることを踏ま

え、国有林としても優れた森林景観を観光資源として活用する取組を推進する。

また、自然とのふれあい、教育、文化、保健休養など、国有林野の多様な利用に応じる

こととし、地方公共団体等と連携して安全性の高い施設や森林景観等の整備に努め、看板

など各種情報手段の活用を通じた情報提供を行う。

さらに、農林業をはじめとする地域産業の振興、住民の福祉の向上に資するため、道路、

水道施設、電気事業施設等の公共・公益事業に対して適切に応えていく。なお、国有林野

の活用に当たっては、国土の保全、自然環境の保全等公益的機能との調和を図る。

（２）国有林野の活用の具体的手法

主な活用の目的とその手法は、次のとおり取り扱うものとする。

① 建物、水路等－貸付け等

② 法人の森林
も り

、学校林等－分収造林契約等

③ ボランティア活動、森林環境教育の場－協定等

④ ダム、公園、道路、水道施設、電気事業施設等の公共用・公益事業施設、地域産業の

振興－貸付け、売払い等

⑤ レクリエーション利用－使用許可等

（３）その他必要な事項

国有林野の活用については、公益的機能の発揮等との調整を図りつつ、地元自治体との

情報交換を十分に行い、農林業を始めとした地元産業の振興や地域住民の福祉の向上に寄

与するため必要な国有林野を売り払うなど、地域振興に寄与する国有林野の活用に取り組

む。

５ 公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における公衆の保健の用に供する施設及

び森林の整備に関する基本的な方針

該当する区域なし。
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６ 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び

保全等に関する事項

（１）民有林と連携した施業や民有林材との協調出荷の推進に関する事項

地域における施業集約化の取組を支援するため、民有林と連携することで事業の効率

化や森林経営管理制度の導入に資する区域については、森林共同施業団地を設定し、民

有林野と連結した路網の整備と相互利用の推進、計画的な間伐等に取り組む。

また、森林共同施業団地や、国産材の流通合理化のニーズが高い地域等においては、国

産材の安定供給体制の構築に資するよう路網や土場の共同利用やこれまでの「安定供給シ

ステム販売」の実績や経験を活かして民有林材との協調出荷等に取り組む。

（２）公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な方針

国有林野に隣接・介在する民有林野の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利であ

ること等から森林所有者等による整備及び保全が十分行われていないものがみられ、その

位置関係等により、当該民有林野における土砂の流出等の発生が国有林野の発揮している

国土保全等の公益的機能に悪影響を及ぼす場合や、鳥獣、病害虫、外来種その他の森林の

公益的機能に悪影響を及ぼす動植物の繁殖が国有林野で実施する駆除等の効果の確保に

支障を生じさせる場合がある。

このため、このような場合において、公益的機能維持増進協定制度を活用し、国有林野

の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものとして、森林施業の集約

化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路網を活用した間伐等の施業、地域の

森林における生物多様性の保全を図る上で必要となる外来種の駆除等を民有林野と一体

的に実施する取組を推進し、このことを通じて民有林野の有する公益的機能の維持増進に

も寄与する。

また、公益的機能維持増進協定の締結に当たっては、間伐等の森林整備、林道等の開設

・改良並びに作業路網やその他の施設の設置等、国有林野事業と一体的に実施する。その

際、民有林野の森林所有者等にも原則として相応の費用負担を求めるなど、合理的な役割

分担の下での一体的な森林の整備及び保全の実施に向けた条件整備を進める。

（３）その他必要な事項

特になし。
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７ 国民の参加による森林の整備に関する事項

（１）国民参加の森林
も り

づくりに関する事項

自主的な森林整備活動へのフィールドの提供や必要な技術支援、情報の提供などを行

う、国民参加の森林
も り

づくり制度を活用して、国民の森林へのふれあいの場の提供に努める。

当計画区においては、「ふれあいの森」、「遊々の森」及び「多様な活動の森」を設定

している。また今後、新たに国有林野をフィールドとする活動の要望があった場合は、積

極的に応えていく。

① ふれあいの森

「ふれあいの森」は、
も

森
り

林づくり活動に参加したいボランティア団体などへ、
も

森
り

林づくり活動や森林と親しむ活動などのフィールドとして国有林野を提供するもの

である。

当計画区では、社団法人日本山岳会高尾の森づくりの会が「高尾の森づくり活動」

として、高尾陣馬地区の小下沢風景林内において自主的な森林整備活動を実施して

いる。また、高尾グリーンクラブが「南高尾風景林」として、植栽、保育などの森

林整備や森林・林業への理解を深めるため、森林体験や自然観察会などを実施して

いることから、引き続き各種情報の提供を行うなど、これらの活動を支援する。

名 称 面積(ha) 位置(林小班)

高尾の森づくり活動 112.93 201 に 1～へ

202 い 5、い 6、い 8、い 9

218 ろ 1～は、と

219 い 1～は

220～221 全

南高尾風景林 50.79 252 い～ほ、イ

253 い 1～ぬ、わ～イ

254 い～は、ほ～と

② 遊々の森

「遊々の森」は、学校などへ森林におけるさまざまな体験活動や学習活動を行う

フィールドとして国有林野を提供するものである。

当計画区では、お日の森くらぶが「高尾・お日の森」として、森林整備や自然観

察等の森林環境教育を推進していることから、引き続き各種情報の提供を行うなど、

これらの活動を支援する。

名 称 面積(ha) 位置（林小班）

高尾・お日の森 1.74 224 い
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③ 多様な活動の森

「多様な活動の森」は、森林パトロール、歩道の草刈り、美化活動などの森林の

保全活動を行いたいという民間団体などの要請に応えるため、森林保全活動を行う

場として国有林野を提供するものである。

当計画区では、フォレストサポート高尾、一般財団法人日本森林林業振興会東京

支部、一般財団法人東京林業土木協会が「高尾山学習の森」および「高尾日影沢学

習の森林」として、森林ボランティア等の森林保全活動に取り組んでいることから、

これらの活動を支援し、技術的助言や情報提供等に努める。

名 称 面積(ha) 位置（林小班）

高尾山学習の森 26.68 246い1内、い2内、い3、い7～い11、

ろ1内、ろ2、ほ2内、ほ3、ほ4内、

と内、ち内、ロ内

高尾日影沢学習の森林 18.00 227い1、い3～い5、は、に

228い、ろ1、ろ3～は

229い、ろ2、ろ3、ろ5～に

230い1、い2、ろ、は

231全

（２）分収林に関する事項

森林
も り

づくりに自ら参加・協力していこうとする国民や法人等の要求に応えるため、国と

の分収林契約を締結することにより、植林によって新たな森林を造成し、育てた樹木を販

売しその収益を国と分け合う分収林制度を通じて、国民参加の森林
も り

づくりを推進すること

とする。

また、分収林制度の一形態である「法人の森林
も り

」制度を活用し、森林整備を通じて地球

温暖化防止や水源の涵養、国土の保全等の社会貢献活動を行おうとする企業等を支援す

る。

（３）その他必要な事項

学校、地方公共団体、企業、ボランティア、ＮＰＯ、地域の森林所有者や森林組合等の

民有林関係者等多様な主体と連携しつつ、森林環境教育を推進する。

また、児童・生徒等を対象とした体験林業や森林教室、教職員やボランティアのリーダ

ー等に対する普及啓発や技術指導など、森林環境教育に対する波及効果が期待される取組

を推進する。

さらに、森林環境教育のためのプログラムや教材の提供、指導者の派遣や紹介等を行う

ため、森林環境教育の実施に関する相談窓口の活性化を図る。
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８ その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

（１）林業技術の開発、指導及び普及に関する事項

近年、エリートツリー等の育種育苗技術、リモートセンシング、遠隔操作・自動操作機

械ＩＣＴ（情報通信技術）など、新たな技術の開発が著しく進展している。森林・林業・

木材産業の分野においても、これらの技術を積極的に活用し、林業技術の開発、指導普及

について、以下の取組を進める。

① 林業技術の開発

林業技術の開発については、「関東森林管理局技術開発目標」に基づき、森林・林業

の再生に資する造林・保育・生産技術の確立、公益的機能の高度発揮のための森林施業

及び保全・利用技術の確立、効率的な森林管理及び健全な森林育成技術の確立を課題と

し、森林技術・支援センターによる各種技術開発及び森林管理署に設定している各種試

験地等における技術開発に取り組む。

また、民有林における公的管理や林業経営への普及を念頭に置き、公益的機能の高度

発揮や林業の低コスト化等に資する技術開発を推進する。

特に、特定苗木や早生樹等の成長に優れた苗木の活用等による低コスト造林技術やＩ

ＣＴ等の先端技術を活用した効率的な森林管理・木材生産手法の開発・実証、複層林へ

の誘導手法等の普及に積極的に取り組み、国有林野の管理経営や民有林での定着に資す

るよう取り組む。

さらに、事業実績の統一的な分析等が可能な国有林野事業の特性を活かし、工程管理

の方法や改善等生産性向上に効果的な手法の民有林への普及・定着を図る取組を推進す

る。

加えて、技術交流の一環として、民有林の森林総合監理士等との連携を深めながら、

林業技術の向上に取り組む。

② 林業技術の指導・普及

国有林野事業の中で開発・改良された林業技術については、国有林野内での活用を図

るとともに、各種試験地等の展示などを通じて民有林関係者等への普及を図り、林業経

営の効率化に貢献する。

また、自らが事業発注者であるという国有林野事業の特性を活かし、高性能林業機械

を用いた伐採や地ごしらえ、コンテナ苗を活用した植付け等の作業を一連の工程で行う

「一貫作業システム」による低コスト造林など、先駆的な技術や手法について、現地検

討会等の開催により民有林関係者等への普及を図る。

さらに、森林管理署において、木と緑に関する国民からの問合せに応じる。

（２）地域の振興に関する事項

国有林野は、国民共通の財産であるとともに、それぞれの地域における資源でもある。

森林管理局・署等という地域に密着した体制で国有林野の管理経営を行う国有林野事業に

おいて、地域振興への寄与は、重要な使命の一つである。
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こうした中で、地域の伝統産業の育成にも資する森林の整備や林産物の安定供給、地域

の農林業に多大な被害を与えている野生鳥獣への対策、国有林野の活用、「森林サービス

産業」への活用を含む森林空間の総合利用、人材育成を始めとした民有林への指導やサポ

ート、民有林材を含めた安定供給体制の構築等地域の課題解決に向けた積極的な貢献は、

地域振興に寄与するものである。

このため、こうした国有林野事業の諸活動と国有林野の多様な利活用、森林・林業施策

全体の推進への貢献を通じて、林業・木材産業を始めとする地域産業の振興、住民の福祉

の向上、美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承等に寄与するよう努める。

（３）その他必要な事項

特になし。


